


 
２ 財政収支見通し 

松前町の水道事業の財政収支は、平成30年度から令和４年度まで５期

連続で赤字が続いている。今後も給水収益の減少が見込まれる中、浄水場

整備等に係る費用や維持管理に要する経費の増大が見込まれることから、

現行の料金水準のままでは、経営が更に厳しい状況となる見通しである。 

 

 第２ 水道料金等のあり方 

１ 料金算定期間 

全国の水道事業における標準的な料金算定の考え方等を示した「水道

料金算定要領」では、水道料金は使用者の日常生活に密着しており、でき

るだけ長期にわたり安定的に維持されることが望ましいとされている。

一方で、余りにも長期の算定期間をとることは経済の推移、需要の動向等、

不確定な要素を多く含むことになることから、概ね３年から５年が妥当

とされている。 

これらを踏まえると、料金算定期間は、５年間とすることが適当である。 

    

２ 料金水準（総括原価）の算定 

松前町の料金水準は、水道料金算定要領の基本原則に基づき、営業費用

（人件費、修繕費、減価償却費等）に資本費用（支払利息、資産維持費）

を加えた総括原価により算定している。 

財政収支見通しによると、新しい浄水場が稼働する予定の令和８年度 

からは、減価償却費や動力費等が増える見込みである。これを踏まえ、料

金算定期間を令和７年度から令和11年度までの５年間に設定した場合の

現行の料金体系で試算した料金収入では、５年間で約６億円の不足が生

じるため、約35.2％の料金値上げが必要との試算結果が示された。 

こうしたことから、健全かつ安定的な水道事業運営を行うためには、料

金値上げを行うことはやむを得ない。 
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３ 料金体系の設定 

（１） 用途別から口径別への見直し 

料金体系の主な大別には用途別と口径別があり、松前町では、用途

別体系（家庭用、団体用、工業用、営業用等）を採用している。しか

し近年は、負担の公平性や料金体系の明瞭性に優れている口径別体

系を採用する自治体が増加しており、松前町においても口径別体系

を採用することが適当である。 

（２） 基本料金及び従量料金の見直し 

松前町の料金体系は、水道の使用水量の有無に関係なく固定的に

かかる経費の「基本料金」と、使用した水量に応じて必要となる経費

の「従量料金」で構成される「二部料金制」を採用している。 

ア 基本料金は、総括原価の大部分を占める固定費の割合を高くす

ることで安定的な収益を確保することができるが、小口使用者の

急激な負担の増加が懸念されるため、配慮することが望ましい。 

また、基本水量は、現在のところ10立方メートルを採用している

が、負担の公平性から、料金の急激な変動を招かないよう段階的に

引き下げることが望ましい。 

イ 従量料金は、使用水量が多くなるほど料金単価が高くなる逓増

型を採用しているが、収入が水需要の増減に影響されにくくなる

ように逓増度を緩和するなど、経営の安定性を高めることが望ま

しい。 

また、水量区画は、現在のところ３区画を採用しているが、超過

水量の実情を踏まえて細分化し、公平性に配慮することが望まし

い。 

（３） 小口・中間使用者への配慮 

水道料金は、公平な料金体系が基本原則であるが、負担の公平性を

確保しつつ、高齢者世帯や子育て世帯などの小口・中間使用者に対し、

生活用水に対する特別措置として、配慮することが望ましい。 
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４ 料金改定率及び激変緩和措置 

給水原価を回収し財政収支のバランスを図り、安定した水道事業経営

を行うためには、料金改定率は、約35.2％とすることが適当である。 

ただし、使用者の急激な負担増を軽減するため、改定後の最初の２年間

は、激変緩和措置として現行から約25％の値上げとし、３年目以降から約

35.2％の値上げとすることが望ましい。 

 

  ５ 料金改定の時期 

財政収支見通しによると、令和８年度には、これまで積み立てられた剰

余金が無くなることから、健全な経営が困難になることが見込まれる。こ

のため、使用者への十分な周知期間を確保した上で、令和７年度当初に行

うことが適当である。 

      

第３ 附帯意見 

１ 水の安定供給及び経営の健全化への取組 

水道は欠かすことのできない重要なライフラインであることから、将

来にわたり安全でおいしい水の安定供給に向けて取り組むとともに、引

き続き適正かつ健全な経営に取り組むよう努められたい。 

 

２ 料金改定の周知 

松前町における実質的な水道料金の改定は、平成26年度以来約10年ぶ 

りであり、今回は大幅な料金改定となるため、住民生活や経済活動に大き

な影響が懸念される。このことから財政状況や浄水場整備などの水道事

業に対する使用者の関心を高め、料金改定の必要性について理解を得ら

れるよう、広報誌やホームページに加え、あらゆる媒体を活用し、丁寧か

つ効果的な周知に努められたい。 
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【 諮　問 】


